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１ 研究目的 

畜産への野生動物の侵入や衛生害虫の発生・増加は、飼育されている家畜にサルモ

ネラ、カンピロバクター等の食中毒菌及び家畜への伝染病の原因となる家畜疾病病原

体を伝播するリスクを高める要因と考えられている。野生動物及び衛生害虫から食中

毒菌及び家畜疾病病原体が分離されることから、生産衛生管理ハンドブック、飼養衛

生管理基準等により野生動物等からの病原体の感染防止を行うこととされ、畜産農場

では野生動物の侵入防止及び衛生害虫の蔓延防止に取り組んでいる。しかし、衛生対

策に要するコストや費用対効果などの経済性や、市街地から離れた地域に所在する畜

産農場では、農場周囲に生息する野生動物も多様であることから、十分な効果が得ら

れていない事例もある。 

そこで、野生動物及び衛生害虫がどのような病原体をどの程度保有しているのか、

また、実施している対策の効果に関する詳細データを入手し、畜産農家への野生動物

の侵入防止及び衛生害虫の駆除の重要性を啓発する。また、得られたデータを基に野

生動物及び昆虫のそれぞれ特性を考慮した具体的な侵入防止策及び衛生害虫蔓延防止

策を確立するとともに、これらの対策を実施することで、食中毒菌だけでなく家畜伝

染性疾病の原因病原体の農場への侵入及び農場内伝播が防止又はその頻度が低下する

ことで、伝染性疾病の発生率が減少し、結果として収益向上につながる可能性をある

ことを示すデータを入手することを目的とする。 

２ 研究内容 

（１）研究課題 

１）中課題１：野生動物及び衛生害虫の食中毒菌及び家畜疾病病原体の汚染源としての

危険度の評価【岐阜大 浅井】 

本研究では、農場の畜舎内外に生息する野生動物及び衛生害虫から食中毒菌及び家

畜疾病病原体の検索を行う。さらに、農場周辺に生息する野生動物の病原体の保有状

況と比較するため、山中で捕獲した野生動物の病原体の保有状況も調査する。 

・小課題１：農場周辺に生息する野生動物及び衛生害虫の食中毒菌の保有状況調査

【岐阜大 浅井、研究協力；岐阜県家畜保健衛生所】 

平成 26年度：肉牛、豚、ブロイラーを飼育する調査協力農場敷地内の畜舎内外で

捕獲した、ネズミの腸内容物及び畜舎内外で採取した野鳥の糞便ならびに衛生害虫

から、サルモネラ、カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌（STEC）の分離検査を

行う。採材時に野生動物の侵入及び衛生害虫の蔓延の防止策の実施状況及び効果を

聞き取り調査する。 

平成 27年度：前年度の調査で野生動物や衛生害虫等から食中毒菌が分離された農

場を対象に、同様の採材を複数回実施し、各細菌の分離検査を実施する。採材時に

野生動物の侵入及び衛生害虫の蔓延の防止策の実施状況及び効果をより詳細に聞き

取り調査する。 
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平成 28 年度：平成 27 年度の調査で選定した農場で、野生動物や衛生害虫等の駆

除対策を実施し、畜舎内外における野生動物や衛生害虫の捕獲・野鳥の侵入状況の

調査、捕獲した野生動物等の糞便からの細菌分離検査を実施し、それら結果を踏ま

えて駆除対策効果を検証する。 

・小課題２：山中に生息する野生動物の食中毒菌の保有状況調査 【岐阜大 浅井】 

平成 26～27年度【平成 26 年度のみに変更】：山中において捕獲したネズミ等の腸

内容物と野鳥の糞便から、サルモネラ、カンピロバクター及び STECの分離検査を実

施する。 

・小課題３：肉牛及び豚農場周辺に生息する野生動物及び衛生害虫の家畜疾病病原

体の保有状況調査【日獣大 青木】 

平成 26年度：中課題 1．の(1)及び(2)の調査において肉牛及び豚農場周辺で採取し

たサンプルを用いて、肉牛及び豚農場で慢性的に発生する重要な疾病（牛ウイルス

性下痢ウイルス（BVDV）、牛コロナウイルス（BCoV）、豚繁殖・呼吸器障害症候群

ウイルス（PRRSV）、豚サーコウイルス（PCV）など）の遺伝子増幅法による病原検

査を実施する。陽性検体の検出遺伝子断片の塩基配列をもとに分子系統解析を行う。 

平成 27年度：中課題 1．の(1)で肉牛及び豚農場周辺で採取したサンプルを用いて、

肉牛及び豚農場で慢性的に発生する重要な疾病（牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）、

豚繁殖・呼吸器障害症候群ウイルス（PRRSV）、豚サーコウイルス（PCV）、豚パル

ボウイルス（PPV）など）の遺伝子増幅法による病原検査を実施する。陽性検体の検

出遺伝子断片の塩基配列をもとに分子系統解析を行う。平成 26 年度の結果と中課題

1．の（5）の検索で得られた結果を考慮して、必要に応じて病原検査対象種を新規

追加又は削除を行うとともに、病原体の分離を試みる。 

平成 28年度：中課題 1.の小課題 1で選定された農場で採取された新規検体におけ

る家畜疾病病原体の遺伝子増幅法による病原検査を継続する。特に，前年度までの

調査結果を踏まえ，PCV2、PPV及び BVDVを重点的に検査する。また，それらの病

原ウイルスが検出された全ての検体について，ウイルス分離，詳細な疫学解析及び

分子疫学解析を実施する。小課題 1 の細菌分離結果及び小課題 5 の網羅的 PCR の結

果を比較し，各検査の特徴を整理する。 

・小課題４：ブロイラー農場周辺に生息する野生動物及び衛生害虫の家畜疾病病原

体の保有状況調査【岐阜大 大屋】 

平成 26年度：中課題 1．の(1)及び(2)の調査においてブロイラー農場周辺で採取し

たサンプル（鶏、野鳥）を用いて、ニューカッスル病ウイルス（NDV）、伝染性ファ

ブリキウス嚢病ウイルス（IBDV）、ヘルペスウイルス、クラミジアなど、鶏に感染す

る重要な病原体の遺伝子増幅法による病原検査を行う。陽性検体の検出遺伝子断片

より分子系統解析を行う。必要に応じて病原体分離、抗原解析を行う。中課題 1.(1)

と協力し、食中毒原因細菌の調査も行う。 
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平成 27年度：ブロイラー農場周辺で採取したサンプル（鶏、野鳥）を用いて、ニ

ューカッスル病ウイルス（NDV）、伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス（IBDV）、ヘ

ルペスウイルス、クラミジアなど、鶏に感染する重要な病原体の遺伝子増幅法によ

る病原検査を行う。陽性検体の検出遺伝子断片より分子系統解析を行う。必要に応

じて病原体分離、抗原解析を行う。平成 26年度の結果と中課題 1．の（5）の検索で

得られた結果を考慮して、必要に応じて検査項目を見直し、データを蓄積する。 

平成 28年度：ブロイラー農場周辺で採取したサンプル（鶏、野鳥）を用いて、伝

染性ファブリキウス嚢病ウイルス（IBDV）、ヘルペスウイルス、クラミジアなど、鶏

に感染する重要な病原体の遺伝子増幅法による病原検査を引き続き行う。また、豚

農場周辺の野鳥よりブタクラミジアが検出されたことから、当該農場のクラミジア

保有状況調査を行い、野鳥から検出されたクラミジアとの関係を考察する。 

・小課題５：農場周辺に生息する野生動物が保有する各種病原体のメタゲノム解析

による検索【農工大 水谷】 

平成 26年度：中課題 1．の(1)及び(2)の調査で採取したネズミや野鳥のサンプルを

網羅的にゲノム解析するとともに、入手次第でその他の野生動物のサンプルを同様

に解析する。 

平成 27年度：中課題 1．の(1)及び(2)の調査で継時的に採材したサンプルと前年度

未解析分のサンプルを前年度と同様に解析する。 

平成 28 年度：網羅的検出システム（DEMBO-PCR、DEMPO-PCR）のブラッシュ

アップをおこないながら検体の解析をおこなう。ウイルスや細菌の分離に成功した

ものについては、次世代型シーケンサーを用いて全ゲノム塩基配列の決定を行う。 

 

２）中課題２：農場周囲に生息する野生動物の防除法の確立【岐阜大 鈴木】 

農場周辺には、山林や藪も多く野生動物の好適な生息環境となっている。そのた

め、農場への野生動物の侵入に伴う病原体の伝播という問題が強く懸念される。農

場内に生息するネズミはドブネズミやクマネズミが主であるが、自然環境にはアカ

ネズミ、ハタネズミなどが生息する。生息場所と深く関係するネズミの種類は、食

料や病原体の保有状況に違いを生じていることが予想される。そこで、農場を中心

とした環境に生息する野生げっ歯類の種類と食餌内容、さらに、食中毒菌の保有状

況を調査し、ネズミ対策を実施するべき範囲を明らかにする。 

また、地方都市の実習農場を保有する教育施設において予備実験として農場内に

設置した自動撮影カメラでは、タヌキ、キツネ、イタチ、テン、アナグマ等の在来

種のみならず、ハクビシンやアライグマ、ヌートリアなど外来種も撮影されている。

農場内に各種野生動物が出現していることから、本研究では、野生動物の家畜衛生

上の問題を明らかにし、それらの侵入防止策を確立することを目的とする。 

・小課題１：農場周囲に生息する野生げっ歯類の防除法の確立【岐阜大 森部】 
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平成 26年度：野生ネズミの捕獲地点と農場間距離に基づき解析し、行動範囲と農

場への侵入リスクを明らかにして、ネズミ対策の実施範囲を設定する。農場を中心

に捕獲したネズミの種類の特定と、消化管内容物の食性解析ならびにサルモネラ、

カンピロバクター、病原性大腸菌などの食中毒菌及び大腸菌の検出を行う。 

平成 27年度：26年度の成果により、防除対策を検討する対象種が明らかになった

ことから、28 年度計画を前倒しして、防除策の有効性を検討する。農場内の営巣地

や行動情報を明らかにし、営巣場所の撤去などの舎外ネズミ対策を実施して有効性

を確認する。農場を中心とした成獣の捕獲（駆除）に取り組み、捕獲個体からの食

中毒菌等の検査を行う。 

平成 28年度：27年度の成果により、各種防鼠対策が一定の増加抑制に効果がある

ことが確認できた。また自動撮影カメラを用いてネズミの出没状況を確認した上で

効果的に防鼠対策を図る時期や場所を推定することができた。28 年度は、対策が不

十分な畜舎を対象に防鼠対策を実施し、自動撮影カメラによる効果検証を行う。そ

れらの結果を基に対策指針を作成する。 

・小課題２：農場周辺に生息する中型野生動物の行動様式と侵入防止策の検討【岐

阜大 鈴木・浅野、研究協力；森元】 

平成 26年度：生態や行動・環境利用様式の解明を目的に、鈴木が在来種，淺野が

外来種を中心に分担する。ただし外来種については、外来生物法の規制により放獣

できないため，テレメトリー法は適用しない。農場内ならびにその周辺に複数の自

動撮影装置を設置し、農地や畜舎における行動や環境利用の様式等を定量的に把握

する。その上で罠による学術研究捕獲を行い、消化管内容物等を採取する。消化管

内容物においては、食性解析ならびにサルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸

菌など食中毒関連細菌及び大腸菌の検出を行う。 

平成 27 年度：「進捗状況・成果」に記したとおり，地方都市の実習農場を保有す

る教育施設（岐阜大学附属農場）においては，捕獲目的となる種ごとに適切な「罠

がけ場所」を見出すことができた。そのため，27年度の 4〜5月にかけて捕獲を実施

し，消化管内容物や血液等の採取ならびにテレメトリー調査を実施する。さらに，

小課題１の 26年度研究により野生動物等から食中毒菌等が分離された農場等を対象

に，岐阜大学附属農場と同様の研究（自動撮影カメラの設置と画像の解析ならびに

捕獲による消化管内容物や血液等の採取）を計画・実施する。 

平成 28年度：岐阜大学農場においてはキツネの侵入に対する防除、鶏農場におい

てはイノシシの飼料タンクへの接触に対する防除を検討し、それらの効果を評価す

る。また、キツネ及びイノシシという獣種における特殊性を明確にし、他獣種にお

いても応用可能なレベルでの「考え方」についてまとめる。 

・小課題３：家畜及び野生動物間の微生物伝播様式の検討【岐阜大 浅井】 

平成 28 年度：前述の中課題２．の(1)の(ア)及び(2)の(ア)の調査で得られた分離株
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を用いて PFGE 等による分子疫学的解析により野生動物間の伝播と家畜保有株との

関連を明らかにし、病原体の拡散リスクを推定する。 

 

３）中課題３：農場に生息する衛生害虫の防除法の確立と経済効果【安全研 中村（平

成 26年度）、馬場（平成 27～28 年度）】 

畜舎内に生息する衛生害虫として、ハエやガイマイゴミムシダマシなどがあげら

れる。ハエは病原体を機械的に媒介する代表的な衛生害虫である。その生態から主

に糞便中に排泄される腸管感染症の病原体を機械的に伝播すると考えられるが、中

腸内での細菌の定着が明らかにされ、広範な病原体の汚染源としてのリスクが注目

されている。農場でのハエ対策に伴う食中毒菌及び家畜疾病病原体の保有状況への

影響を明らかにするため、ブロイラー農場をモデルに検討する。 

ハエとともに、ガイマイゴミムシダマシも同様に養鶏場などで鶏糞から発生する

昆虫として知られている。ガイマイゴミムシダマシは、幼虫が鶏舎の断熱材に穿孔

する被害も引き起こす一方で、鶏糞中での穿孔活動による鶏糞の乾燥促進やイエバ

エの卵や幼虫を捕食することにより、イエバエの発生を抑制するなど有益な側面も

持ち合わせている。これまで、ハエとガイマイゴミムシダマシでは、殺虫剤感受性

に違いがあり、ガイマイゴミムシダマシによる被害の程度により、殺虫剤の種類を

選択することが提案されている。生産現場での衛生害虫への殺虫剤の使用状況と有

効性を検討する。 

・小課題１：農場でのハエ対策による飼育動物における食中毒菌及び家畜疾病病

原体の保有状況への影響【安全研 中村（平成 26 年度）、馬場（平

成 27～28年度）】 

平成 26年度：ブロイラー農場におけるサルモネラ及びカンピロバクターのベクタ

ーの解明を目的に、主としてハエを対象にサルモネラとカンピロバクターの保菌状

況を検査し、農場におけるハエがベクターとなる伝播の関係を明らかにする。さら

に、ブロイラーの育成成績とカンピロバクター及びサルモネラ汚染との関係を明ら

かにすることに重点を置いた試験を実施する。 

平成 27年度：試験対象を、26年度にハエとソックススワブ（左右の長靴にそれぞ

れ長靴カバーを履き、それらの上に管状サポート包帯をはめて鶏舎内を歩き、盲腸

便等を付着させたもの）からサルモネラやカンピロバクターが分離された農場に絞

り込み、採取されたハエや糞便から分離された菌株の遺伝子型等を解析し、ハエの

ベクターとしての関与の詳細を明らかにする。また、協力農場と相談の上、試験的

なハエ対策の実施を検討する。 

平成 28 年度：酪農場のハエを薬剤、主に脱皮阻害剤（IGR 剤）でコントロールし

ながら、他の発生源を特定する。補助的に夏場に成虫対策を目的に殺虫剤を散布す

る。対策前のデータが少ないため、年度初めに対策前のデータを更に取得した上で、
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対策後のデータ取得を行う。対策前後の比較として、ハエの数の変動、STECの分離

率、酪農経営、環境の一般的変化を比較する。また、乳房炎や子牛の下痢について

は、発生件数に加え、原因菌の特定も実施する。 

・小課題２：衛生害虫の駆除対策の構築【岐阜大 浅井】 

平成 26年度：農場におけるハエとガイマイゴミムシダマシ対策方法の実態調査す

るため、各種殺虫剤の使用状況、有効性、作業性及び経費等について、アンケート

等による調査を行う。 

平成 27 年度：平成 26 年度の結果を踏まえて、殺虫剤等によるハエとガイマイゴ

ミムシダマシの防除対策を生産農場で実施し、それらの発生状況及び大腸菌症を指

標に損害の発生状況を比較し、実現可能な害虫対策を構築する。損失（出荷時の死

亡）に影響する温度モニターを実施する。 

平成 28 年度：環境整備、IGR 剤、殺虫剤等によるハエの防除対策を生産農場で実

施し、作業性、経費及び捕虫器による捕虫数を指標に、対策の効果を検証する。 

 

４）中課題４：野生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除に関する経済分析【農工大 大松】 

野生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除を確実に実施することにより、家畜伝染

性疾病の原因病原体の農場への侵入及び農場内伝播が防止又は軽減され、伝染性疾

病の発生率が減少し、収益向上につながると期待される。このため、中課題１～3で

の調査農場を対象として、売上や設備投資などの経営状況、家畜伝染性疾病の発生

状況、及び野生動物や衛生害虫の発生状況などの土地特性等のデータを入手し、野

生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除に係るコスト及び対策導入により得られる効

果について経済学的に評価する。対策導入に伴う経営効果に関する具体的なデータ

を明らかにすることで、生産者の自発的な野生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除

を促進する。 

平成 26年度：調査票の作成及び基礎情報の収集するため、衛生対策の経済効果を

評価するために必要となる調査項目について精査し、調査票を作成する。衛生対策

導入前の経営状態について、調査票を用いて情報収集を行う。 

平成 27年度：アンケート調査については、調査項目を絞り込んだ上で、養牛・養

豚農家を中心に情報収集を継続して行う。また、衛生害虫等への対策に関する支出

についても情報を取集し分析を行う。病原体検出状況と生産性の関連性については、

協力農家に対してサルモネラ以外の病原性微生物の検出状況についても調査を依頼

し、生産性に影響の大きな病原性微生物の特定を試みる。 

平成 28年度：収集したデータを用いて、感度分析など詳細な分析を進める。27年

度に認められた農場間の差について、食鳥検査成績に関する詳細な情報収集を行う

とともに、飼養形態や立地条件、衛生害虫の発生状況などと合わせて分析を進める。 
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（２）年次計画 

 

項目 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

１．野生動物及び衛生害虫の食中

毒菌及び家畜疾病病原体の

汚染源としての危険度の評

価 

 

 

 

 

  

（１）農場周辺に生息する野生動

物及び衛生害虫の食中毒菌の保

有状況調査 

（２）山中に生息する野生動物の

食中毒菌の保有状況調査 

（３）肉牛及び豚農場周辺に生息

する野生動物及び衛生害虫

の家畜疾病病原体の保有状

況調査 

（４）ブロイラー農場周辺に生息

する野生動物及び衛生害虫

の家畜疾病病原体の保有状

況調査 

（５）農場周辺に生息する野生動

物が保有する各種病原体の

メタゲノム解析による検索 

２．農場周囲に生息する野生動物

の防除法の確立 

（１）農場周囲に生息する野生げ

っ歯類の防除法の確立 

（２）農場周辺に生息する野生小

型動物の行動様式と侵入防止策

の検討 

（３）家畜及び野生動物間の微生

物伝播様式の検討 

３．農場に生息する衛生害虫の防

除法の確立と経済効果 

（１）農場でのハエ対策による飼

育動物における食中毒菌及び家

食中毒菌検査（岐阜大学） 

ネ ズ ミ 対 策 の 確 立 （ 岐 阜 大 学 ） 

メ タ ゲ ノ ム 解 析 （ 東 京 農 工 大 学 ） 

牛・豚病原体検査（日本獣医生命科学大学） 

食中毒菌検査（岐阜大学） 

分子疫学解析（岐阜大学） 

鶏 病 原 体 検 査 （ 岐 阜 大 学 ） 

食 中 毒 菌 と 病 原 体 検 査 ( 安 全 研 ) 

野 生 動 物 対 策 の 確 立 （ 岐 阜 大 学 ） 
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畜疾病病原体の保有状況への影

響 

（２）衛生害虫の駆除対策の検討 

４．野生動物の侵入防止及び衛生

害虫の駆除に関する経済分析 

所要経費（合計） 11,000 千円 10,670千円 10,250千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

害 虫 防 除 法 の 確 立 ( 岐 阜 大 学 ) 

経 済 効 果 の 解 析 ( 東 京 農 工 大 学 ) 
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（３）実施体制 

項目 担当研究機関 研究担当者 
エフォート 

（％） 

研究総括者 岐阜大学 浅井 鉄夫 15 

１．野生動物及び衛生害虫の食中

毒菌及び家畜疾病病原体の汚染

源としての危険度の評価 

岐阜大学 ○ 浅井 鉄夫 前出 

（１）農場周辺に生息する野生動

物及び衛生害虫の食中毒菌の保

有状況調査 

岐阜大学 

 

△ 浅井 鉄夫 前出 

 

（２）山中に生息する野生動物の

食中毒菌の保有状況調査 

岐阜大学 

 

△ 浅井 鉄夫 前出 

 

（３）肉牛及び豚農場周辺に生息

する野生動物及び衛生害虫の家

畜疾病病原体の保有状況調査 

日本獣医生命科学

大学 

△ 青木 博史 
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（４）ブロイラー農場周辺に生息

する野生動物及び衛生害虫の家

畜疾病病原体の保有状況調査 

岐阜大学 △ 大屋 賢司 15 

（５）農場周辺に生息する野生動

物が保有する各種病原体のメタ

ゲノム解析による検索 

東京農工大学 △ 水谷 哲也 10 

２．農場周囲に生息する野生動物

の防除法の確立 

岐阜大 ○ 鈴木 正嗣 15 

（１）農場周囲に生息する野生げ

っ歯類の防除法の確立 

岐阜大  △ 森部 絢嗣 10 

（２）農場周辺に生息する野生小

型動物の行動様式と侵入防止策

の検討 

岐阜大 △ 鈴木 正嗣 

 

前出 

（３）家畜及び野生動物間の微生

物伝播様式の検討 

岐阜大学 

 

△ 浅井 鉄夫 前出 

３．農場に生息する衛生害虫の防

除法の確立と経済効果 

生物科学安全研究

所 

○ 中村 政幸 

（～27年 3月） 

馬場 幸太郎 

（27年 4月～） 

10 

（１）農場でのハエ対策による飼

育動物における食中毒菌及び家

畜疾病病原体の保有状況への影

響 

生物科学安全研究

所 

△ 中村 政幸 

（～27年 3月） 

馬場 幸太郎 

（27年 4月～） 

前出 

（２）衛生害虫の駆除対策の構築 岐阜大学 

 

△ 浅井 鉄夫 前出 

 

4．野生動物の侵入防止及び衛生

害虫の駆除に関する経済分析 

東京農工大  ○ 大松 勉 10 

３ 研究推進会議の開催状況 

別紙の（１）のとおり。  



 

 

11 

 

４ 研究成果の概要 

Ⅰ 主要な成果 

（１）成果の内容（別紙の（２）参照） 

１）野生動物及び衛生害虫の食中毒菌及び家畜疾病病原体の汚染源としての危険度の

評価 

野生動物及び衛生害虫が食中毒菌や家畜疾病病原体を保有し、汚染源として重要な役割

を果たすことが明らかとなった。特に、ネズミやハエは、飼育動物が保有する病原体を媒

介し、農場内（畜舎内、畜舎間）のまん延・拡散に関与したことが示唆された（p27～28、

p59～60、p66下線部参照）。また、キツネや野鳥など自由生活する野生動物は、農場内の病

原体を拡散させるとともに、病原体を農場に持ち込む危険性があることが示唆された（p27

～29、p49 二重下線部参照）。このため、農場内の食中毒菌や家畜疾病病原体分布や野生動

物・衛生害虫出現状況を把握して、動物種や病原体の特性に基づく衛生対策が必要である。 

 

２）農場周囲に生息する野生動物の防除法の確立 

野生動物の侵入防止方法は野生動物の種類によって異なるため、それぞれの行動様式に

基づいて策定した（p48～49 下線部参照）。また、「エサこぼし」を野生動物の出現要因と

して特定しされたことから（p49 波線部参照）、農場に出没する野生動物は、環境整備を含

め総合的に防除することが重要となる。具体的な防除方法につては、別添 1にまとめた。 

 

３）農場に生息する衛生害虫の防除法の確立と経済効果 

農場に生息する衛生害虫は、発生場所の衛生管理と発生した成虫の捕獲を徹底すること

により、ハエが減少することが明らかとなった（p65～67 下線部参照）。また、野生動物や

衛生害虫の防除対策については、効果的な防除方法を提示することで、生産者が積極的に

取り組むことが期待できることを示唆した（p66～67 二重下線部参照）。具体的な IGR 剤を

用いたハエ防除方法につては、別添 2にまとめた。 

  

４）野生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除に関する経済分析 

肉用鶏農場の解析により食中毒菌であるサルモネラ汚染（p74下線部参照）と家畜疾病病

原体である大腸菌症やマレック病の発生は、生産性の損失となることが示唆されたため、

これらの発生に伴う損失を金額ベースで試算した（p75～77下線部参照）。その他の畜種（乳

牛）においても感染症の発生が農場の生産性（乳量）に影響を及ぼし（p77 二重下線部参照）、

病原体を媒介する野生動物の侵入防止及び衛生害虫の駆除は、畜産業における生産性への

向上に寄与する可能性を示唆した。 
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（２）成果の活用（別紙の（２）参照） 

１）野生動物対策（別添１）を用いた農家指導 

 農場への飼養衛生管理基準の遵守を促進するため、野生動物侵入が確認された協力

農場（P-D農場）で現地検討会を実施した時に野生動物対策法に関する説明資料として

使用した。今後は、野生動物の侵入が疑われた農場において、自動撮影カメラ等を利

用して侵入動物を特定するとともに、具体的な対策指導に活用する。 

 

２）IGR剤を用いたハエ対策（別添 2）を用いた農家指導。 

 ハエ対策を実施した農場で検査結果の報告会で説明した内容を取り纏めたもので、

夏場にハエが大量発生する農場で、農場への飼養衛生管理基準の遵守を促進するため

に次年度以降の衛生指導する時に活用する。 
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Ⅱ 各研究課題の成果 

（１）中課題１（野生動物及び衛生害虫の食中毒菌及び家畜疾病病原体の汚染源としての

危険度の評価）の研究成果 

１）工程管理及び成果目標 

工程表 

① 農場の畜舎内外に生息する野生動物及び衛生害虫から食中毒菌及び家畜疾病病

原体の検索と山中で捕獲した野生動物の病原体の保有状況との比較（小課題

1,2,3,4及び 5関連）（平成 26年度） 

↓ 

②対策実施農場の選定と防除対策の検討及びメタゲノム解析を基に、検査項目の見

直しを検討（小課題 1,3,4及び 5関連）。（平成 27年度） 

↓ 

③防除策の有効性の検討（小課題 1,3,4及び 5関連）。（平成 28 年度）） 

成果目標：農場周辺に生息する野生動物及び衛生害虫の食中毒菌及び家畜疾病病原

体の保有状況を明らかにし、汚染源としての危険度を評価する。 

表記上の明確化を図るため成果目標を見直した。なお、見直しにあたっては、平

成 28年度第 2回研究推進会議（平成 28年 12月 7日開催）で研究課題運営チームと

合意済み。 

 

２）各工程の進捗状況及び成果 

【工程表の①】 

31農場（牛 17農場、豚 7農場、鶏 7農場）で野生動物及び衛生害虫を捕獲し、食中毒菌

及び家畜疾病病原体の検索を実施（図１小課題 1, 3, 4 及び 5）。 

- サルモネラが 3 農場（鶏 2 農場及び牛 1 農場）で捕獲したハエから分離された。STEC

が牛 2農場で捕獲したハエから分離された（図 2 小課題 1 26 年度）。 

- 牛舎や豚舎のネズミの糞から牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）、豚パルボウイルス

（PPV）及び豚サーコウイルス 2 型（PCV2）の遺伝子が検出された。（図 3 小課題 3 

26 年度）。特に、豚舎内で捕獲したネズミ糞便から検出された BVDV は、国内に古く

から広く分布する BVDV-1a亜型に分類されることが分子系統樹から判明した。このこ

とから、ネズミの行動範囲内での牛の飼育状況を調査する必要がある（小課題 3 26

年度）。 

- 豚舎内で捕獲したハエ、アブ及びネズミから検出された PCV2 は、分子疫学解析から豚

農場との関連が認められ、これらが媒介することが示唆された。また、異なる農場で

採取した株間での遺伝近縁性が示唆され（PCV2-1A）、地域内で流行する PCV2 の存在

が示唆された（図 4-5 小課題 3 26年度）。 

- 農場周辺に生息するネズミ等から分離されたサルモネラおよび大腸菌（合計 6 株）に
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ついて次世代型シーケンサーを用いたメタゲノム解析をおこなった。その結果、ひと

つの菌株あたり 400 万以上のリード数が得られ、どの菌株についてもゲノムのほぼ全

長の塩基配列を解読することに成功した。次世代型シーケンサーでは塩基配列の決定

に限界のある領域（リピート配列など）については今後 PCR などを用いて補完する必

要がある（図 6-7 小課題 5 26年度）。 

- 牛舎や豚舎のネズミの糞について、当センターが開発したウシ下痢症の原因病原体 20

種類（ウイルス、細菌、原虫）を同時に高感度で検出する方法（Dembo-PCR）を用い

た解析により、BVDVや Salmonella Typhimuriumが検出された（図 6-7 26年度）。 

山中（岐阜及び長野）で捕獲した小型げっ歯類 49匹から食中毒菌の検索を実施（小課題

2）カンピロバクター、サルモネラ及び STEC は、山中で捕獲したネズミから分離されなか

った（図 8小課題 2 26年度）。 

↓ 

畜舎に生息する衛生害虫（ハエ）及び野生動物（ネズミ）は食中毒菌と家畜疾病病原体

を腸管に保菌もしくは付着しており、畜舎内および畜舎間の病原体の伝播に関与している

可能性が明らかになった（26年度）。 

 

図１ 
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図 2   

 

 

図 3 

 

 

図 4 
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図 5 

図 6 
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図 7 

 

 

図 8：山中で捕獲された小型げっ歯類は、畜舎に生息するネズミ（クマネズミやドブネズ

ミ）と種構成が異なる（中課題 2-1参照）。 

 

 

【工程表②】 

平成 26年度の調査で食中毒菌や家畜疾病病原体遺伝子が検出された 5農場と衛生対策を

実施している 3 農場等を選定し、複数回（2～3 回）調査した。ネズミ、ハエ、アブ、ガイ

マイゴミムシダマシを昨年と同様に採取し、野生動物・野鳥の糞便等については、新鮮便

を対象に検査した（図 9 小課題 1 27年度）。 
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- 今年度の調査では、STECは全ての検体から分離されなかったが、サルモネラとカンピ

ロバクターは、衛生害虫、野生動物及び野鳥から分離され、この中で、野鳥の糞便か

らサルモネラやカンピロバクターが高率に分離された（図 10 小課題 1 27年度）。 

- 牛農場：平成 26年 11月、平成 27年 5月に S. Typhimuriumによるサルモネラ症が発生

した牛農場（B-L）で採材した野鳥の糞便から S. Typhimurium、S. Infantis 及び C. jejuni

が分離された（小課題 1 図 10 27年度）。その他の 2農場では、いずれの材料からも

食中毒菌は分離されなかった。B-L農場では、設置した定点カメラにより、牛舎へのキ

ツネ及びカラスの侵入が観察されたことから、ネットによる侵入防止を行っているた

め、継続的に定点カメラによる観察を行っている（図 11 小課題 1 27年度）。 

- 豚農場：野生動物が多く認められる豚農場(P-D)では、Salmonella(O4:i:-)がハエ、アブ、

ネズミ（捕獲個体の腸内容物）、野鳥及び野生動物の糞便から分離され、C. coliがハエ、

ネズミ（捕獲個体の腸内容物）及びネズミ（落下便）から分離され、C. jejuni が野鳥及

び野生動物の糞便から分離された。その他の 2 農場では、いずれの材料からも食中毒

菌は分離されなかった（図 13 小課題 1 27年度）。 

- 鶏農場：昨年度サルモネラ（S. Manhattan）が分離された C-B農場では、食中毒菌は分

離されなかった。C-F 農場では、昨年度と同じ血清型のサルモネラ（S. Manhattan）が

ハエから分離された（図 14 小課題 1 27年度）。 

- 選定された牛 3農場及び豚 3農場で採取された 116検体のうち，豚農場由来のハエから

豚サーコウイルス 2 型（PCV2）及びパルボウイルス（PPV）の遺伝子が増幅（一部精

密検査中）された。また，豚舎周辺で採取された野鳥糞便から PPV 及び豚赤痢菌が，

キツネ糞便から PPV の遺伝子が増幅された（一部精密検査中）。（図 15 小課題 2 27

年度） 

- ハエから PCV2 が検出された農場は昨年度に続く検出であり，分子系統解析から遺伝的

に非常に近縁であることが示され，農場内に PCV2 が維持されている可能性が疑われた。

（図 16 小課題 2 27年度） 

- PPV が検出された検体（ハエ，野鳥，キツネ）は全て同一農場（P-D 農場）に由来し，

増幅遺伝子の塩基配列は 100%一致した。野鳥及び野生動物による農場外からの侵入，

ハエによる農場内の慢性汚染が疑われた。（図 17 小課題 2 27 年度）。 

- PCV2 及び BVDV の遺伝子が検出された検体について，培養細胞を用いた活性ウイル

ス分離を試みたが，いずれも検出されなかった。ウイルス粒子数が少ないこと，検体

処理や培養方法などの影響が考えられた（図 18 小課題 2 27年度） 

- 鶏農場に生息する衛生害虫・野鳥からは、調査対象とした鶏の病原体遺伝子は検出さ

れなかった（小課題 3 平成 27 年度）。 

- 豚農場で採材された野鳥から、ブタクラミジア（Chlamydia suis）遺伝子が検出された

（図 19 小課題 3 平成 27年度）。 

- 牛舎や豚舎の周辺に生息する野生動物や昆虫類を対象に各種病原体を網羅的に検出で
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きるリアルタイム PCRシステム（ウシ用： DEMBO-PCR、ブタ用：DEMPO-PCR）を

用いて解析した（図 20-21 小課題 4 平成 27 年度）。ハエ、アブ、ゴキブリ（卵）、

ネズミ腸内容物および糞便、キツネ糞便、野鳥糞便（このなかには糞便の由来が不確

かなものも含む）等について実施したところ、細菌ではサルモネラ・パスツレラ、ウ

イルスではヘルペスウイルス・A群ロタウイルス・ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルスが

陽性となる結果を得た（図 22-24 小課題 4 平成 27年度）。 

↓ 

畜舎に生息するネズミの他、農場へ侵入する野鳥やキツネなどの野生動物や衛生害虫

（ハエ、アブ）ごとに保有する病原体の傾向が認められ、それらの感染経路や定着性が

関与することが示唆された（27 年度）。 

図 9 

 

図 10 
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【工程表③】 

平成 27年度の調査で選定した 8農場のうち、野生動物と衛生害虫の対策に協力可能な

６農場（牛 3、豚 2、鶏１農場）を対象に実施した（図 25 小課題 1 28 年度）。対策は

捕獲（出現）状況および病原体保有状況に合わせて選択した（図 26,27 小課題 1 28年

度）。 

- 防除対策前、対策 1 ヶ月後及び対策 2~3 ヶ月後に衛生害虫、野生動物等のサンプル

を収集するとともに、飼育動物との関連を明らかにするため環境ふき取り（主に床

スワブ）を実施した。食中毒菌の検索は、表に示した 313 検体を用いた（図 28 小

課題 1 28年度）。 

- カンピロバクターは、牛 B-L農場の対策前のふき取り材料 1検体から Campylobacter 

jejuniが分離されたが、それ以外からは分離されなかった。一方、豚 P-D農場の対策

前及び対策後のふき取り材料及び対策前のハエ 2 検体から C. coli が分離された。カ

ンピロバクターはすべて畜舎内サンプルから分離され、豚農場では対策前後で継続

的に拭取り材料で認められたことから、家畜間で伝播していると考えられた（図 29 

小課題 1 28年度） 

- STEC は、牛 B-L 農場では農場内に同時期に複数の毒素遺伝子型が認められた。畜舎

内のネズミやアブから、環境ふき取りから同一の毒素遺伝子の STECが分離されたこ

とから、ネズミや昆虫が媒介する可能性も示唆された。一方、対策後は畜舎内スワ

ブのみで分離されたことから、家畜間で伝播していると考えられた（図 30 小課題

1 28年度） 

- サルモネラは豚 P-D 農場において対策前後で環境ふき取りとネズミから、鶏 C-B 農

場では継続的にふき取り材料から同一の血清型が分離された。豚 P-D 農場や牛 B-L

農場では、野生動物やハエから異なる血清型が分離された。このことから、野生動

物やハエは農場内感染環を形成するだけではなく、外部からの侵入に関わる可能性

が示された（図 31 小課題 1 28年度） 

 

選定された豚 2農場及び牛 3農場で採取された対策前後総数 296 検体（衛生害虫 88検

体、畜舎環境スワブ 170検体、ネズミ糞 14検体および野生鳥獣糞 24検体）のうち、豚

P-D農場のハエ及びスワブから PCV2 及び PPVの遺伝子が、豚 P-G農場のネズミ糞及び

鱗翅目昆虫から PPVの遺伝子が増幅された。うち３検体は PCV2と PPVの両方が検出さ

れた。ウイルスは分離されなかった。牛 3農場からは検査対象とした病原体は検出され

なかった。（図 32、33 小課題 3 平成 28年度） 

- 豚 P-D農場で検出された PCV2 はすべて畜舎内採材検体から検出され、１検体は平

成 26年度に検出されたハエ由来ウイルスと同じ PCV2-2E亜型であったが、他 11検

体は PCV2-2B亜型であった。（図 34 小課題 3 平成 28年度） 

- 豚 P-D農場で検出された PPV は全て畜舎内に由来し、豚 P-G農場では１検体が畜舎
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内、２検体が畜舎外に由来する採材検体であった。PCR増幅産物（約 200塩基）の

解析では、豚 P-D農場ではふき取り及びハエ由来株の配列は同一であったが、使用

ワクチン株の配列とは異なった。また、P-G農場ではワクチン株と同じもの

（28RS215；畜舎外）と異なるものが混在していた。（図 35 小課題 3 平成 28年

度） 

- 豚 P-D農場では、衛生害虫等対策によって PCV2 検出数が 10検体から１検体まで減

少した。PPV検出数は、対策前に 10検体であったが、対策後 1ヶ月に 6検体に減少

し、対策後 2ヵ月後に再び 15検体に増加した。豚 P-G農場では、対策後 1ヵ月の 1

検体から PPVが検出され、対策後 2ヵ月で 3検体に増加した。（図 36 小課題 3 平

成 28年度） 

 

平成 28年度は、これまでと同様にブロイラー農場周辺で採取した 17サンプル（床ス

ワブ、昆虫）における、IBDV、IBV、ヘルペスウイルス、クラミジアなどの遺伝子検査

を引き続き行った。これに加え、昨年度、養豚場周辺の野鳥より、ブタクラミジア

（Chlamydia suis）を検出したため、豚農場の 59サンプル（床スワブ、昆虫、野鳥・キツ

ネ・ネズミの糞）におけるクラミジア検査も実施した。 

- ブロイラー農場周辺のサンプルからは主要なウイルス遺伝子は検出されなかった

（図 37 小課題 4 平成 28 年度）。 

- 養豚場周辺のクラミジア調査では、床スワブ 4サンプルよりクラミジア遺伝子が検

出された（図 38 小課題 4 平成 28年度）。クラミジアの遺伝子型別に用いられる

ompA 遺伝子配列解読の結果、これらはいずれも C. suisであることが明らかとなった。

C. suisは他のクラミジアと異なり、tetCをもつことにより薬剤耐性を獲得している株

があることが欧米で報告されている。今回検出されたサンプルからは tetCは検出さ

れなかった。 

- 27年度に農場周辺の野鳥から検出されたものと今年度床スワブより検出されたもの

は、同じクレードに配置されず、野鳥から検出された株は別のクレードとの中間位

置に配置された。今回、床スワブから検出された C. suisについて、野鳥から検出さ

れたものとの直接的な因果関係は認められなかった。（図 39 小課題 4 平成 28年

度） 

- 当該農場周辺では、原因は不明であるものの秋口に流産が見られるとのことである。

床スワブから C. suis遺伝子が検出されたことから、流産の原因候補の一つとして考

える必要があるのかもしれない。培養細胞・発育鶏卵を用いて、遺伝子が検出され

た野鳥、床スワブから C. suisは分離できなかった。 

 

牛 3農場、豚 2農場を対象に防除対策を行い、衛生状態の改善がみられるかどうかリ

アルタイム PCRを用いて評価した。防除対策前に dembo-PCR（牛舎）、dempo-PCR（豚
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舎）、pan-salmonella-PCR（鶏舎）を用いて網羅解析を行い、対策 1か月と 2か月後には

対策前に陽性であった項目について解析した（図 40 小課題 5 平成 28年度）。 

-  牛舎では対策前に BVDV、BEV、BToV、BAdV、Salmonella、Cryptosporidiumが検

出され、対策に効果があったと考えられる病原体はなかった（図 41 小課題 5 平

成 28年度）。農場間で検出される病原体と検出件数に差があった。 

- 豚舎では対策前に P-D農場において、PCV2、PCMV、H. parasuis、S. suis、PHEV、

RVA、SDVが検出されたが、対策後はどの病原体の検出件数は減少していた（ただ

し、減少程度の差はあった）（図 42 小課題 5 平成 28年度）。しかし、1か月後

に一旦減少しても 2か月後に検出件数が増加している病原体もあった。RVAについ

ては遺伝子型を特定できたものは G3と G9であった。G9はこの農場内で蔓延してい

るウイルス、G3は対策後 1 から 2か月の間に侵入したウイルスであることが示唆さ

れた。P-G農場では対策前にはどの病原体も検出されず、対策後に H. parasuisが 1

例検出されただけであった。 

- 鶏舎では Salmonellaが検出されなかったが、一部の検体では培養で陽性になったも

のがあったことから、Pan-salmonella-PCR には改良が必要かもしれない（図 43,44 小

課題 5 平成 28年度）。 

- 以上の結果から、今回用いたリアルタイム PCR系は防除対策を評価できたが、ウイ

ルス分野や細菌分離とセットで実施すべきであると考えられた。 

 

【追】 

牛 B-L 農場は、平成 26 年度に牛サルモネラ症（S. Typhimurium）が発生したため調査

対象農場として追跡調査を実施した。平成 27年度は分離されたが、28年度は分離されな

かった。平成 26 年度と平成 27 年度に分離された株を用いて、反復配列多型解析

（multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis; MLVA）による分子疫学解析を実施

した。 

- PFGE 解析（XbaI)では H26,H27 牛および野鳥由来株は同じクラスタ－に分類された

（93％以上）。MLVAプロファイルに基づく系統樹解析では H27 牛由来 3株は同一プ

ロファイルで、H26牛由来株及び野鳥由来 2株と異なるプロファイルを示した。（図

45 小課題 1 平成 28年度） 

- 以上の成績から、同一クローンではない（遺伝子型が同じではない）が、血清型や

PFGE 型が同一で類似した株である。野鳥が S.Typhimurium を媒介する可能性につい

ては注意が必要である。 

 

 

 

 


